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実技模擬問題３ 

 

【問題】 

株式会社Ｃの第５期（平成 29 年 10 月 1 日～平成 30 年 9 月 30 日）の実績会計データ，

平成 29 年 10 月の部門別営業損益計算書および下記の資料にもとづいて，平成 29 年 11 月

の部門別営業損益計算書を完成させなさい。 

また，平成 29年 10 月，11 月の部門別営業損益計算書について，次の各問に答えなさい。 

（１）11月のコンサルティング部門の売上総利益が 10月より大きく増加したのはなぜです

か。 

（２）人件費の部門共通費の負担割合が大きいのは，物品販売部門とコンサルティング部

門のどちらですか。また，それはなぜですか。 

（３）広告宣伝費の部門共通費配賦率が 10月と 11 月で大きく変動したのはなぜですか。 

（４） その他の経費の部門共通費配賦率が 10 月と 11月で大きく変動したのはなぜですか。 

（５）株式会社Ｃが採用している部門共通費の配賦方法の問題点を指摘しなさい。 

 

＜資料＞ 

１．概要 

当社は，雑貨品の卸売業を営むとともに，小売店の出店や経営戦略についてのコン

サルティングを行っている。そこで，部門別の損益を集計するために，会計ソフトに

物品販売部門とコンサルティング部門の２つの部門を設定している。また，部門共通

費は，部門別営業損益計算書において，下記２の方法により各部門に配賦して，部門

別営業損益を算定している。 

２．部門共通費の配賦方法 

  部門共通費の配賦方法は，次のとおりである。 

費  目 配賦方法 

人 件 費 各月の給料手当の部門個別費の比率により配賦 

広 告 宣 伝 費 各月の売上高の比率により配賦 

その他の経費 各月のその他の経費の部門個別費の合計額の比率により配賦 

３．その他の事項 

（１）消費税については，税抜経理方式を採用している。 

（２）上記以外の事項については，実績会計データから判断すること。なお，実績会計デ

ータの摘要に「（臨時的なもの）」という記述があるものは，通常月には発生しない

ものであり，その他のものは経常的に発生するものである。 

（３）部門別営業損益計算書では，物品販売部門及びコンサルティング部門を，それぞれ

「物販部門」，「コンサル部門」あるいは単に「物販」，「コンサル」と表記している。 
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（４）物品販売部門の配賦率にパーセント未満の端数が生じた場合には，その端数は四捨

五入する。コンサルティング部門の配賦率は，100％から物品販売部門の配賦率を控

除して算定するものとする。 

（５）物品販売部門の配賦額に１円未満の端数が生じた場合には，その端数は四捨五入す

る。コンサルティング部門の配賦額は，部門共通費から物品販売部門の配賦額を控

除して算定するものとする。 

 

 

＜参考＞ 部門別営業損益計算書（平成 29年 10 月） 
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＜部門別営業損益計算書（平成 29年 11 月）＞ 

 

 

  


